


　ＳＤＧｓ（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ 

Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ：

持続可能な開発目標）は、２０１５年９

月に国連で採択された世界共通の目標で

あり、２０３０年を目標年次としています。国連は２０２０

年から２０３０年までを「行動の１０年（Ｄｅｃａｄｅ ｏｆ 

Ａｃｔｉｏｎ）」と位置付けており、この２０２０年は行動を

開始する年になります。

　当会も今年度より（遅ればせながら）ＳＤＧｓに取り組みま

す。まずは、当会すべての部署においてＳＤＧｓを意識する

ところから始め、我々に関連する目標・ターゲットに絞って、

できるところから一つ一つ進めて行きましょう。

　今般の新型コロナウィルス（ＣＯＶＩＤ－１９）に対しても、

ＳＤＧｓを念頭に置きながら、感染拡大防止、経済的支援の

一助となるよう努めてまいります。

神奈川県行政書士会会長　田後隆二
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理事会開催報告
日　　時　令和２年２月２６日（水）１５時３０分〜１６時４５分
場　　所　本会大会議室
出席者数：２８名（理事会構成員定数３０名）
出 席 者

会　長：田後隆二
副会長：石川房治、村上敬隆、平野公平、堀川幸夫、大和めぐみ
理　事：�粂智仁、南勲、飯田弘樹、荒木克成、小川恵一、村上崇文、向川潔、大野佐由理、

伊達佳弘、岡本祐樹、下川原孝司、竹中義久、笠間由美子、赤澤師明、佐藤慎一、
大菊明、町田緑、廣瀬聖、我妻敦、坂下美智夫、池上嘉一、笹森浩史

オブザーバー：青木弘子監事、渡邊秀夫監事、田中誠支部長会代表幹事
事務局：納谷次弘事務局長、坂下明彦事務局次長
欠席者：蛭川奈美理事、阪西貴子理事、加藤幹夫政治連盟会長

議 決 事 項
（１）会員の罹災に関する給付（案）について

協 議 事 項
（１）令和２年度　運営基本方針（案）について
（２）令和２年度　事業計画（案）について
（３）令和２年度　収支予算（案）について
（４）神奈川県行政書士会職員給与規則の一部改正（案）について

報 告 事 項
（１）会員の状況について
（２）日行連理事会の報告について
（３）令和２年新年賀詞交歓会の出欠状況等について
（４）年間スケジュールについて
（５）各部・委員会・ＷＧ等活動報告について
（６）令和元年度　行政書士試験の合格者数について
（７）令和元年度　事務局職員人事及び処遇等について
（８）行政書士ＡＤＲセンター神奈川費用報酬規程の改正について
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理事会開催報告
日　　時　令和２年３月２６日（木）１５時３０分〜１６時４３分
場　　所　本会大会議室
出席者数：２８名（理事会構成員定数３０名）
出 席 者

会　長：田後隆二
副会長：石川房治、村上敬隆、平野公平、堀川幸夫、大和めぐみ
理　事：�粂智仁、南勲、飯田弘樹、荒木克成、小川恵一、村上崇文、向川潔、大野佐由理、

岡本祐樹、下川原孝司、竹中義久、笠間由美子、赤澤師明、大菊明、蛭川奈美、町田緑、
廣瀬聖、我妻敦、阪西貴子、坂下美智夫、池上嘉一、笹森浩史

オブザーバー：渡邊秀夫監事、田中誠支部長会代表幹事
事務局：納谷次弘事務局長、坂下明彦事務局次長
欠席者：伊達佳弘理事、佐藤慎一理事、青木弘子監事、加藤幹夫政治連盟会長

議 決 事 項
（１）会員の罹災に関する給付（案）について
（２）神奈川県行政書士会職員給与規則の一部改正（案）について
（３）予算の目間流用について

協 議 事 項
（１）令和２年度　定時総会に付議すべき事項について
（２）令和元年度　事業報告（案）について
（３）令和元年度　収支決算報告（案）について

−１　令和元年度　一般会計決算見込みについて
−２　令和元年度　事業特別会計決算見込みについて
−３　令和元年度　福利厚生基金特別会計決算見込みについて

（４）令和２年度　運営基本方針（案）について
−１　令和２年度　事業計画（案）について

（５）令和２年度　収支予算（案）について
−１　一般会計予算収支予算書について
−２　事業特別会計予算収支予算書について
−３　福利厚生基金特別会計収支予算書について

報 告 事 項
（１）日行連関地協会長会の報告について
（２）会員の状況について
（３）登録入会説明会（２／２２）について
（４）年間スケジュールについて
（５）各部・委員会・ＷＧ等活動報告について
（６）令和２年度事務分担について
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ＳＤＧｓで「いのち輝く神奈川」を実現
　ＳＤＧｓ（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｇｏａｌｓ（持続可能な開発目標））
は２０１５年９月の国連サミットで採択された、２０３０年までに持続可能でよりよい世界を目指す
国際目標です。当会でも取り組むにあたり、全国をリードする神奈川県の施策について、神奈川県政
策局ＳＤＧｓ推進課よりご寄稿頂きました。

１　「いのち輝く神奈川」とＳＤＧｓ
　本県では、２０１２年３月に策定した県の総合計画「かながわグランドデザイン基本構想」の基
本理念に、「いのち輝く神奈川」を掲げ、医療だけでなく、環境、エネルギー、農業など、生活の
すべてにわたって安全・安心を確保し、将来に向けて持続可能な形で維持していくため、総合的に
施策を連環させて展開しています。
　こうした「いのち輝く神奈川」の実現に向けて施策を展開する中、２０１５年９月、国連サミッ
トにおいて、国際社会全体の目標として「持続可能な開発目標」、いわゆるＳＤＧｓが採択されま
した。このＳＤＧｓの理念は、本県がこれまで進めてきた「いのち輝く神奈川」の取組とまさに軌
を一にするものであり、昨年度に策定したグランドデザイン実施計画（第３期）では、県の主な取
組が１７の目標にどのように寄与するかなどを整理し、一体的に推進しています。
　２０１８年６月には、本県の先進的な取組が評価され、２９の「ＳＤＧｓ未来都市」及びそのう
ち１０の「自治体ＳＤＧｓモデル事業」の両方に都道府県として唯一、選定されました。また、同
時に横浜市、鎌倉市も「自治体ＳＤＧｓモデル事業」に選定され、１０自治体が選定されたモデル
事業のうち、３自治体を神奈川県が占める結果となりました。
　さらに、２０１９年７月、川崎市、小田原市もＳＤＧｓ未来都市に選定されたことから、神奈川
県からは本県を含めた５自治体がＳＤＧｓ未来都市となり、全国の都道府県で最多となっています。

【「いのち輝く神奈川」とＳＤＧｓ】

２　ＳＤＧｓ推進に向けた課題
　ＳＤＧｓを推進していくためには、県民をはじめ、行政、企業、大学及びＮＰＯなど、全てのス
テークホルダー（関係者）のＳＤＧｓの認知度を高め、ＳＤＧｓ推進に向けた機運醸成を図るとと
もに、「自分事」として取り組んでもらうことが当面の課題となっています。
　ある民間の調査では、ＳＤＧｓに対する認知度は年々上昇してはいるものの、約２７％と低い状

×
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況になっています。一方、ＳＤＧｓの１７のゴールへの共感度は７割を超えています。また、一部
では、ＳＤＧｓに先駆的に取り組む企業、自治体、ＮＰＯも存在していることから、認知・理解が
進めば今後の具体的な行動につながる可能性が期待されている状況です。
　しかしながら、ＳＤＧｓは、複雑化・多様化する社会的課題の解決に向けた包括的な目標である
ため、具体的な活動内容、あるいは「自分事」としてのイメージが湧きにくいと言われています。
　そこで本県は、２０１８年１２月、「かながわＳＤＧｓ取組方針」を策定しました。この方針で
は、県が担う役割として（１）旗振り、（２）率先、（３）後押し、という３つの要素を掲げると
ともに、本県が取り組んでいるＳＤＧｓ関連施策の展開例を示すことで、県、市町村、企業、大
学、ＮＰＯ、県民等のすべてのステークホルダーと一体となってＳＤＧｓを推進することを目指し
ています。

【具体的な取組例】
①ＳＤＧｓ社会的インパクト評価実証プロジェクト
　ＳＤＧｓが目指す持続可能な社会を構築するためには、民間による取組が重要かつ不可欠であ
り、本格的なビジネスとしてＳＤＧｓを展開するための仕組みづくりが課題となっています。
　そのため、本県では、国の「自治体ＳＤＧｓモデル事業」に採択された「ＳＤＧｓ社会的イン
パクト評価実証プロジェクト」を進めています。
　本事業では、ＳＤＧｓの達成に資する事業の社会的インパクトを定量的・定性的に把握し、
「見える化」することで、ＳＤＧｓ達成に向けた取組に、ＥＳＧ投資をはじめとした社会的投資
を呼び込み、ＳＤＧｓの達成に資する事業が持続的に価値を創出することを目指しています。

②「かながわプラごみゼロ宣言」の発表
　２０１８年夏、鎌倉市由比ガ浜でシロナガスクジラの赤ちゃんが打ち上げられ、胃の中からプ
ラスチックごみが発見されました。
　本県は、これを「クジラからのメッセージ」として受け止め、ＳＤＧｓの具体的なアクション
として、深刻化する海洋汚染、特にマイクロ・プラスチック問題に取り組むこととし、「かなが
わプラごみゼロ宣言」を発表しました。
　この宣言では、プラスチック製ストローやレジ袋の利用廃止・回収などの取組を市町村や企
業、県民へと広げ、２０３０年までにリサイクルされない、廃棄されるプラスチックごみゼロを
目指すことを宣言しています。
　また、「かながわプラごみゼロ宣言」の取組の輪を広げるため、“ビーチクリーン活動”な
ど、本県とともに具体的な行動を行っていただく企業・団体・学校の募集を行い、１月末時点で
７６２の企業等が賛同しています。
　現在、賛同企業等による取組は、レジ袋削減・有料化などのマイバッグ持参の推進や、マイボ
トルの活用によるペットボトルごみの削減など、様々な取組へと広がりを見せています。

③「かながわ気候非常事態宣言」の発表
　２０１９年の台風第１５号及び第１９号は、県内に記録的な暴風や高波、高潮、大雨をもたら
し、県内各地域で甚大な被害が発生しました。今後も、このような異常気象の発生と被害リスク
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の増大が懸念されており、ＳＤＧｓが目指す持続可能な社会を実現するためには、一人ひとりが
気候変動問題を改めて認識し、「自分事」として捉え、日ごろから意識をもって行動することが
大切です。
　そこで本県は、今、気候が非常事態にあるという「危機感」を共有し、ともに行動していくた
め、２０２０年２月７日、「かながわ気候非常事態宣言」を発表しました。

＜気候非常事態宣言の３つの柱＞
１．今のいのちを守るため、風水害対策等の強化、
２．�未来のいのちを守るため、２０５０年の「脱炭素社会」の実現に向けた取組みの推進
３．気候変動問題の共有に向けた、情報提供・普及啓発の充実

　具体的には、
　柱１については「神奈川県水防災戦略」に基づく河川等のハード対策の前倒しや市町村の水害
対策への支援、
　柱２については、「かながわスマートエネルギー計画」に基づく再生可能エネルギー等の導入
加速化、水力発電が持っている電気の環境価値を活用する「アクアｄｅパワーかながわ」の活
用、
　柱３については、気候変動をテーマとした新たな環境学習教材の作成等による普及啓発、
などの取組を進めていくこととしています。

３　全国をリードする神奈川県
（１）「ＳＤＧｓ全国フォーラム２０１９」の開催

　２０１９年１月３０日水曜日、本県の主導により、横浜市、鎌倉市とともに、「ＳＤＧｓ全国
フォーラム２０１９」を開催しました。
　当日は県内外の２８自治体の首長らが登壇する中、ＳＤＧｓ未来都市を始めとした全国９３
（３３都道府県、６０市町村）の自治体の賛同により「ＳＤＧｓ日本モデル宣言」を発表し、Ｓ
ＤＧｓを全国各地域に普及・定着させ、さらに地方創生の実現へとつなげる自治体としての責任
と決意を表しました。
　現在、「ＳＤＧｓ日本モデル」宣言は、２０８（３５都道府県、１７３市町村）の自治体の賛
同を得ており、宣言に対する賛同の輪が広がっています。

【「ＳＤＧｓ日本モデル」宣言】
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（２）ハイレベル政治フォーラム（ＨＬＰＦ）における国際的な発信
　全国の自治体をリードする取組を進める中、２０１９年７月、国連からの招聘を受け、ニュー
ヨークの国連本部で開催された「ハイレベル政治フォーラム２０１９」の主要イベントである
「Ｌｏｃａｌ２０３０」で、「ＳＤＧｓ日本モデル」宣言や本県が進める「未病改善の取組」な
どを世界に向けて発信しました。
　当該会議において、黒岩知事が「ミッション、パッション、アクションで一緒にＳＤＧｓに取
り組んでいきましょう！」と締めくくると、期せずして参加者から大きな拍手が沸き起こり、Ｓ
ＤＧｓ達成に向けて会場が一体となって大変な盛り上がりとなりました。

　�※発言の模様は国連広報センターのページでご覧いただけます。�
https://www.facebook.com/UN.Japan/videos/vb.124920904252426/361516854744346/?type=2&the
ater

（３）国連開発計画（ＵＮＤＰ）との連携
　さらに、国連本部で開催された「ハイレベル政治フォーラム２０１９」への参加に合わせ、黒
岩知事が国連開発計画（ＵＮＤＰ）のシュタイナー総裁と会談を行いました。会談では、８月に
横浜で開催された第７回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ７）を始め、ＳＤＧｓに係るファイナン
スや本県が進めるＳＤＧｓ社会的インパクト評価、ＳＤＧｓのローカライゼーション（地域発の
ＳＤＧｓの取組促進）に向けた取組などについて意見交換を行い、連携を進めていくことで合意
を得ました。
　このトップ会談の結果、８月２９日には、ＴＩＣＡＤ７のサイドイベントを共催するととも
に、本県とＵＮＤＰによる連携趣意書（ＳＯＩ、Ｓｔａｔｅｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｎｔ）を
締結しました。

【ＳＯＩ締結式でのＵＮＤＰシュタイナー総裁と黒岩知事】

　世界におけるＳＤＧｓ普及の推進力となっているＵＮＤＰが自治体と協力表明をしたのは国内
初であり、世界からも本県のＳＤＧｓの取組は大いに注目されています。
　そして、ＵＮＤＰと締結した連携趣意書に基づき、日本国内外でのＳＤＧｓローカライゼー
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ションの推進やＳＤＧｓアクションフェスティバル関連行事の開催に向けた協力など、県内外に
おけるＳＤＧｓ認知度の向上とＳＤＧｓアクションの拡大を図っていきます。

４　パートナーシップの展開と普及啓発の取組
　　これまでも述べてきたとおり、ＳＤＧｓを推進していくためには、行政のみならず、企業・大
学・ＮＰＯなど、各ステークホルダー（関係者）と連携した取組が大変重要となってきます。ここ
では、様々なステークホルダーとのパートナーシップによる取組や普及啓発の取組を紹介します。

（１）「かながわＳＤＧｓパートナー」制度
　ＳＤＧｓを活用して事業を展開している企業・団体を「かながわＳＤＧｓパートナー」として
県が登録し、パートナーの取組事例を県が広く発信するとともに、ＳＤＧｓへの貢献や社会への
貢献をアピールしていきます。加えて、県と登録企業が連携してＳＤＧｓの普及啓発活動を行う
ことで、県内企業におけるＳＤＧｓの取組の裾野を広げることも目的としています。
　２０１９年４月に発表した第１期では、４９の企業・団体がパートナーとなり、７月に第１回
の「ＳＤＧｓパートナーミーティング」を開催するなど、登録企業との連携を進めています。
　第２期では８８の企業・団体がパートナーとなり、現在、第１期、第２期合わせて１３７の企
業・団体がパートナーとなっています。
　本年２月には、「かながわＳＤＧｓパートナー・アクションミーティング」を開催し、１９社
が出展、３５０人が来場するなど、企業・団体同士の交流が活発に行われました。
　第３期については、第１期、第２期の合計数に近い、１２６の企業・団体がパートナーとな
り、昨今のＳＤＧｓに対する関心の高さを伺わせる状況となっています。

【かながわＳＤＧｓパートナー・アクションミーティング会場】

（２）企業とのＳＤＧｓ推進協定
　ＳＤＧｓの推進に向けて、㈱横浜銀行や京浜急行電鉄㈱、小田急電鉄㈱、セブン＆アイホール
ディングス、神奈川県弁護士会と協定を締結しており、ＳＤＧｓの普及啓発やＳＤＧｓの推進に
向けた社会的投資の促進、未病を改善する取組などで連携・協力を進めています。
　さらに、ＡＩを活用して水問題に挑戦する東大発ベンチャーの㈱ＷＯＴＡとの連携や、石油由
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特 　 　 集

来原料の使用を大幅に削減し、石灰石を主成分とする新素材「ＬＩＭＥＸ」を開発・製造・販売
する㈱ＴＢＭとの連携など、企業とのパートナーシップコンソーシアムを立ち上げ、ＳＤＧｓが
目指す持続可能な社会の実現につなげていきたいと考えています。
（３）普及啓発の取組

　ＳＤＧｓの達成のためには、県民や企業等がそれぞれ「自分事」として行動を起こしてもらう
必要があります。そのため、地域のＳＤＧｓの取組事例を分かりやすく紹介することで、ＳＤＧ
ｓの達成に向けた行動のヒント集となる、「ＳＤＧｓアクションブックかながわ」によりＳＤＧ
ｓの「自分事化」を促しています。
　また、ＳＤＧｓの活用があまり進んでいない中小企業向けに、ＳＤＧｓの取組の進め方を平易
に解説した冊子、「中小企業のためのＳＤＧｓガイドブック」により、ＳＤＧｓへの取組を促し
ています。
　さらに、この３月には、ＳＤＧｓのゴール１７「パートナーシップで目標を達成しよう」を
テーマに、ＳＤＧｓ達成に向けた連携事例を提示する「ＳＤＧｓパートナーブックかながわ」
や、漫画により分かりやすくＳＤＧｓを伝えるためのリーフレットを作成しました。

５　おわりに
　本県では「いのち輝く神奈川」とＳＤＧｓを一体的に進めており、「未病改善の取組」、「かな
がわプラごみゼロ宣言」に基づく行動などの具体的なアクションを進め、より多くの方々にＳＤＧ
ｓを「自分事」として捉えていただきたいと考えています。
　今後も、ＳＤＧｓ先進県として多様なステークホルダーとのパートナーシップを軸にＳＤＧｓの
取り組みを通じた地方創生を図るとともに、国連やＵＮＤＰと連携し、グローバルなネットワーク
を築き、神奈川発のＳＤＧｓローカライゼーションの取組を国内外へ発信していきます。
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総務部◀◀◀

令和２年度特定行政書士法定研修受講のご案内

　日本行政書士会連合会より発行されております月刊「日本行政」５月号へ掲載されましたとおり、
本年度も昨年度に引き続き特定行政書士法定研修が実施されます。
　基本的には月刊「日本行政」５月号の募集要項に記載されておりますとおり運営されますが、神奈
川県行政書士会では以下の点につきまして対応可能となっております。ご希望される方は所定の方法
にてお手続きをお願いいたします。

１、振替受講について
　原則、お申込みをされたクールでの受講となります。
　但し、諸事情により振替受講を希望される方は、対応致しますので必ず事務局までお問い合わせ
ください。
　なお、各クールのお申込み状況によっては、ご希望に添えない場合もございますので、予めご了
承ください。

２、テキストの事前配付に関して
　テキストの配布は、原則として研修初日に研修会場で配布しております。テキストの事前配付を
ご希望される場合は、神奈川県行政書士会ホームページ「お知らせ」に掲載された案内をご確認の
上、事前の申請をお願いいたします。
　なお、配布方法は、事務局窓口でのお渡し又は着払いでの郵送のみとなります。配布時期は７月
上旬頃となります。配布準備が整いましたらホームページにご案内を掲載いたします。

※�Ａクールを受講される方につきましてはテキストの到着時期の都合により、事前配布が困難と
なる場合がございます、予めご了承ください。

◎講義日程　研修会場は全て本会大会議室です。

第１日目 第２日目 第３日目 第４日目

Ａ
クール

７月２０日（月）
１０：００〜
１５：３０

７月２７日（月）
１０：００〜
１５：４５

８月３日（月）
１０：００〜
１６：３５

８月１７日（月）
１０：００〜
１６：３５

Ｂ
クール

９月３日（木）
１０：００〜
１５：３０

９月１０日（木）
１０：００〜
１５：４５

９月１７日（木）
１０：００〜
１６：３５

９月２４日（木）
１０：００〜
１６：３５

（注）�講義時間に関しましては、原則として各コマ６０分ですがＤＶＤに収録されたプログラムの時
間によって、各コマの時間が多少前後する場合がございます。
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お一人様 片道 2,200円～（税込）高速バスのご案内 新宿⇔八ヶ岳・清里・蓼科・安曇野 トラビスジャパンの
高速乗合バスをご案内します。

ご予約はセラヴィリゾート泉郷予約センターまで 月～土曜日／10：00～18：00 ※日・祝日及び12/29～1/3は休業となります。

050-5846-1234
通常期のご予約は利用日の4ヶ月前の同日からの受付となります。●4ヶ月前の同日が無い場合は3ヶ月前の月の初日が予約開始日となります。

●予約開始日が予約センター休業日の場合は翌営業日より予約開始となります。

http://hoyojo.izumigo.co.jp/泉郷法人会員 検索検索

※宿泊料金はお一人様／消費税込・サービス料込、入湯料（税）別、愛犬宿泊料別の料金です。 ※2名様以上でのご利用より承ります。 ※夕食内容をランクアップしたプランもございます。BBQは7月22日以降も
提供いたします。詳しくはご予約時にご確認ください。 ※ご利用いただける客室及び客室数は日程により異なります。ご希望、ご指定が承れない場合がございます。 ※7/22までの休館日／伊豆高原アネックス6月
22～25日。 ※画像はイメージです。季節と食材の仕入れ状況により、提供内容が異なります。

ネオオリエンタルリゾート八ヶ岳高原八ヶ岳八ヶ岳

8,500円

お一人様／消費税・サービス料込【スタンダードコテージ・ハイグレードコテージ】

広告有効期間：2020年7月22日

小学生5,400円
4才以上の未就学児4,800円

ホテルアンビエント安曇野コテージ
1日20棟

限定 コテージ テラスBBQプラン

1泊2食付

安曇野安曇野

テラスBBQイメージテラスBBQイメージ

テラスBBQイメージテラスBBQイメージコテージ内観一例コテージ内観一例コテージ外観一例コテージ外観一例

8,500円

お一人様／消費税・サービス料込・入湯税別【スタンダードコテージ】

広告有効期間：2020年7月22日

小学生5,400円
4才以上の未就学児4,800円

コテージBBQプラン

1泊2食付

BBQイメージBBQイメージ

コテージBBQイメージコテージBBQイメージコテージ内観一例コテージ内観一例コテージ外観一例コテージ外観一例

ホテルアンビエント伊豆高原アネックス伊豆高原伊豆高原

9,600円

お一人様／消費税・サービス料込・入湯税別【アネックス】

広告有効期間：2020年7月22日

小学生5,400円
4才以上の未就学児4,800円

ホテルアンビエント蓼科コテージ
室数
限定 アネックス テラスBBQプラン

1泊2食付

蓼　科蓼　科

BBQイメージテラスイメージ

温泉大浴場温泉大浴場アネックス客室一例アネックス客室一例アネックス外観アネックス外観

7,500円

お一人様／消費税・サービス料込【スタンダードコテージ・わんわんパラダイスコテージ（愛犬宿泊料別）】

広告有効期間：2020年7月22日

小学生5,400円
4才以上の未就学児4,800円

お手軽BBQプラン

1泊2食付

BBQハウスBBQイメージ

コテージ内観一例コテージ内観一例コテージ内観一例コテージ内観一例コテージ外観一例コテージ外観一例

高原BBQプラン高原BBQプラン高原BBQプラン 初夏は爽やかな
高原でBBQ♪

解放感あふれるコテージのテラスでBBQはいかがですか？解放感あふれるコテージのテラスでBBQはいかがですか？
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相談部◀◀◀

・�横浜市より依頼がありました、第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求に係る申請補助業
務が、令和２年度からはじまります。
　これを受け、令和２年４月１５日に、横浜市健康福祉局援護対策担当課主催による、上記受託事
務に係る説明会が開催され、受託業務対応予定の緑支部（緑区・都筑区・青葉区）、磯子・金沢支
部（磯子区）、戸塚支部（戸塚区・泉区・栄区）及び本会より、計１２名が参加しました。

・�川崎県民センターの行政書士相談が、かわさきＦＭ（７９．１ＭＨｚ・本年４月８日の１０：１５
から１０：４５まで放送）の「川崎県民センター情報」の冒頭においてピックアップされ、行政書
士相談の詳細な内容が紹介されました。

・�エンディングサポート（終活支援）６士業合同相談会が令和２年２月１５日に開催され、　神奈川
県行政書士会として相談部２名が相談員として派遣されました。

・�横浜市空家対策相談について、令和２年３月のセミナー及び相談会は新型コロナウイルスの影響に
より中止になってしまいましたが、令和２年度は改めて横浜市よりご依頼いただく予定になってい
ます。また、専門的な相談は、市民相談センターで対応します。

重要なお知らせ

※新型コロナウイルスの影響による、各種相談会の状況について（令和２年４月１５日現在）
　状況は刻々と変わります。最新の情報は神奈川県行政書士会へお問い合わせください。

・�市民相談センター（毎週火曜日・水曜日　１３時〜１６時）電話相談
　通常通り実施しています。なお、当面の間、相談員への電話転送にて対応しております。

・�県民センター県民の声・相談室　行政書士相談（川崎県民センター　毎週月曜日９時〜１２
時、１３時〜１６時　かながわ県民センター　毎週金曜日９時〜１２時、１３時〜１６時）対
面及び電話相談

　当面の間、対面による相談を休止し、相談員への転送電話相談のみの対応になります。

・�かながわ総合行政相談（毎月第１、第２、第４、第５木曜日　１３時〜１６時）対面相談
　令和２年４月及び５月の相談は中止となります。
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建設環境部◀◀◀

【建設環境部の活動紹介】

　こんにちは！　　　　　　　　　　
　今回は我が部の活動内容のご紹介をさせてい
ただきます。
　私たちは横浜西口そばにある、かながわ県民
センター建設業課フロアーにて建設業の相談に
あたる相談員、経営事項審査の審査員の育成、
調整、主な管轄業務である建設業、産業廃棄物
処理業、農地関係業務の研修会を行っておりま
す。

　また、業法の改正等に対応するため、主に東
京都、埼玉県、千葉県の行政書士会　建設関係
業務部と連携を取り、相互乗り入れ研修会、合
同会議、関東地方整備局　建設業課との意見交
換会などを行っております。
　そこで得られた情報を、本会の会員ホーム
ページに掲載してお知らせしております。
　１都4県の建設業許可トップによる建設業法
関連書籍の執筆・発行も致しました。

　皆様にぜひご活用いただきたくお願い申上げ
ます。
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令和２年４月１７日

関係各位
神奈川県県土整備局事業管理部建設業課

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた建設業許可・経営�
事項審査の申請等の対応について

　神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和２年４月２０日（月）から当面
の間、次のとおり建設業許可・経営事項審査の申請等について、原則として郵送での受付とします。

業　　　務 対　　　応
建設業法の許可・届出

原則として郵送で受け付けます。
経営事項審査
建設リサイクル法の登録・届出
浄化槽法の登録・届出
住宅瑕疵担保履行法の届出
建設業法の許可等の閲覧 不急の閲覧利用は避けていただくよう、お願いします。

○　�上記許可・登録・届出に係る窓口での対面による相談・審査は、当面の間、休止します。
○　�上記各業務に係るお問合せは、電話（０４５−３１３−０７２２）を御利用いただくようお願い

します。

問合せ先
横浜駐在事務所（建設業審査担当）　篠原

電話　０４５−３１２−１１２１（内線２４０１）
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民事法務部◀◀◀

令和元年度　民事法務部主催第３回研修会　開催報告

１．日　　時：令和２年２月１７日（月）
２．受付開始：１３：３０
３．実施時間：１４：００〜１６：３０
４．場　　所：神奈川県行政書士会　大会議室
５．表　　題：�「明日から使える！実務家のための民法（相続

法）改正の研修会（全３回）」�
第３回　相続法改正の重要論点②遺言・遺留分
等編

６．講　　師：片岡　武　弁護士
７．参 加 者：７３名
８．研修内容

　上記日程において、令和元年度民事法務部主催の第３回
研修会を開催いたしました。本研修は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律（平成
３０年法律第７２号、以下改正相続法、一部の規定を除き令和元年７月１日施行）について、改
正の概要や趣旨、従来の実務上の取り扱いとの相違点など、実務家として知っておきたい事項・
留意点を長年裁判官として活躍されていた片岡武弁護士より解説していただき、会員の方々の理
解を深めていただくことを目的としております。配偶者居住権、遺産分割、遺言、遺留分制度な
ど多岐にわたる改正内容をテーマとし、全３回シリーズで開催し、最終回の本研修会も、申込受
付を開始してまもなく定員を超える参加申込みをいただきました。
　最終回は、主に法改正後の「遺言」「遺留分制度」の各論の講義となりました。講義の前半
は、遺留分制度の設計変更について、改正の審議の過程から変更点の概要をお話していただきま
した。また、遺言については、主に変更後の自筆証書遺言、特定財産承継遺言、相続分の指定、
遺産分割の指定について、詳細にご講義いただきました。
　後半は、主に遺留分侵害額請求権と遺言執行者の職務権限についてのご説明の後、最後の事例
研究として、改正相続法を踏まえた事例の検討時間を設けていただきました。そして、全３回シ
リーズのまとめとして、最近の実務家の傾向と実務家に求めることを、実務上の留意点の観点か
らお話していただき、本研修会も盛況のうちに終了いたしました。

９．まとめ
　講師の裁判官としての長年の実務経験を基に法改正後の留意点、我々の実務において役立つ講
義をしていただき、全３回の研修会は終了いたしました。貴重な講義をしていただいた片岡先生
に心より御礼申し上げます。
　民事法務部では、今後とも会員の皆様の業務に役立つ研修を開催してまいります。多数のご参
加をお待ちしております。以上
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民事法務部からのお知らせ�
〜法務局における自筆証書遺言書保管制度の手数料について〜

　令和２年７月１０日（金）より開始される、「法務局における自筆証書遺言の保管制度」につきま
して、その手数料と遺言書保管所についてご紹介いたします。
　相続法改正により、法務局における自筆証書遺言の保管制度（遺言書保管法）が創設されました。
施行日に向け、手続の詳細やその費用については政省令の制定が待たれておりましたが、令和２年３
月２３日に手数料令が公布され、以下のとおり遺言書の保管の申請等に係る手数料の額が定められま
した。
　詳細は添付の手数料令をご覧ください。

申請・請求の種別 手数料 備考

保管の申請 １件�３，９００円 申請時のみ

閲覧の請求 １回�１，７００円 原本を閲覧する場合

閲覧の請求（モニター） １回�１，４００円 原本が保管されていない法務局で閲覧する場合

遺言書保管事実証明書 １通�　 ８００円 保管されていない場合はその旨の証明書

遺言書情報証明書 １通�１，４００円 遺言書のスキャン画像など

撤回・変更時 手数料なし ※申請書又は撤回書の閲覧は１，７００円

また、遺言書保管所（法務局）のうち、横浜地方法務局管内の一覧は以下のとおりです。
詳細は法務省ホームページ等をご確認ください。

・横浜本局、川崎支局、横須賀支局、湘南支局、西湘二宮支局、相模原支局、厚木支局
　（各出張所、証明サービスセンターでは現在のところ実施が予定されておりません。）

　民事法務部では、今後も民法改正については勿論、民事法務業務に係る情報発信をしてまいりま
す。

以上
添付資料：�法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令�

（令和二年三月二十三日政令第五十五号）
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第
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す
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。

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

金

額

一

遺
言
書
保
管
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
法
務

一
回
に
つ
き
千
四
百
円

省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を

請
求
す
る
者

二

申
請
書
等
（
令
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書

一
の
申
請
に
関
す
る
申
請
書
等
又
は
一
の
撤
回
に
関
す
る

等
を
い
う
。
こ
の
項
の
下
欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は

撤
回
書
等
に
つ
き
千
七
百
円

撤
回
書
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
撤
回
書
等
を
い

う
。
同
欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
閲
覧
を
請
求
す
る
者

附

則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
七
月
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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国際部◀◀◀

“１０周年”外国人無料電話相談 
〜新型コロナにも負けず相談継続〜

　　実 施 日：毎週　月、水、金曜日
　　実施時間：１３時３０分〜１６時３０分
　　対応言語：日本語、英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語
　　相 談 員：国際業務相談員の先生方

　国際部では、国際業務相談員の先生方のお力添を頂き、平成２２年４月から約１０年間にわたり外
国人の在留資格・国籍等に関する無料電話相談を行ってきました。
　近時では、新型コロナウィルス（ＣＯＶＩＤ−１９）の影響で諸外国への移動制限や、失業、内定
取り消しなど、日本で暮らす外国人の方々の不安や相談事も増加しており、その解決策を見い出すた
めにも「外国人無料電話相談」の役割は大きなものとなっております。
　一方、「外国人無料電話相談」に対応する相談員の先生方は、本会相談室へお越し頂き対応してい
るなど、新型コロナウィルス（ＣＯＶＩＤ−１９）感染リスクへの問題も御座いました。
　そこで国際部では、どのような体制で相談継続が出来るかを検討させて頂き、この度リモートワー
クでの電話相談体制を整える事が出来ました。これにより、相談員の先生方の感染リスクを下げた上
での外国人の「困った！」にも答えられる体制が整えられたと考えております。
　また、「外国人無料電話相談」は、外国人の相談対応を担っている行政や地域の相談機関からも、
このような状況の中での電話相談は是非続けて欲しいとのコメントも頂いており、このような時こそ
「外国人無料電話相談」はより重要な役割を果たせるものだと感じております。
　今後共、国際部及び「外国人電話無料相談」へのご理解ご協力の程どうぞ宜しくお願い致します。
　
　以上　（国際部：山岸）
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研修会へのお申し込みは、ホームページからのご利用にご協力ください。

研 修 会・
講 演 会 名

〈総務部〉� 研修会申込番号：下記日程欄に記載しております　

総務部主催研修会の開催について

内 容
「犯罪インフラ撲滅対策について」
「行政書士法及び職務上請求書の取扱いについて」
（※神奈川県行政書士会「職務上請求書の取扱いに関する規則」第３条に定める研修会となります。）

日 時
（ 予 定 ）

①　令和２年５月２９日（金）研修会申込番号：総２０−０５
②　令和２年６月２９日（月）研修会申込番号：総２０−０６
③　令和２年７月２９日（水）研修会申込番号：総２０−０７
いずれも、１３：３０〜１６：００（受付：１３：００）�
　※都合のつく開催日にご参加ください。

場 所 本会　大会議室（横浜市中区山下町２番地）

講 師
神奈川県警察本部　刑事部組織犯罪対策本部　担当官
総務部長　粂　智仁

費 用 無料

申 込 期 限 準備の都合上、各開催日の１週間前までに、事務局宛にお申込みください。

対 象 者
職務上請求書購入にあたっての義務研修ですので、現に職務上請求書を使用中の
会員、今後使用予定の会員で未受講の方はご参加ください。

定 員 ４０名（申し込み先着順）

備 考

会員専用ＨＰからのお申込みにご協力ください。
遅刻をされた場合、未受講となることがございますので、ご注意ください
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となる場合がございます。
受講の際は必ず会員専用ＨＰをご確認の上、ご来場ください。

切り取らずにお申込みください
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -　申 込 書　- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

総務部主催研修会　（　　①　　②　　③　　）に出席します。�
　　　　　　　　　　※いずれかに丸印を付けてください。

令和　　年　　　月　　　日
　研修会申込番号：総　　　−　　　� 会員番号（４ケタ）：　　　　　　　　　　

　支部名：　　　　　　　　　　支部� 氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　　
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２０１９年度第５回鶴見・神港支部�
� 研修会のご報告

２０２０年２月４日（火）、かながわ県民セン
ター３０１号室において、２０１９年度第５回
鶴見・神港支部研修会を開催いたしました。研
修会の出席者は、支部会員２８名、他支部会員
１４名の計４２名でした。

　今回の研修は「インボイス制度導入と士業の
これからを考える」と題しまして、２０２３年
１０月に導入を控えた適格請求書等保存方式、
いわゆるインボイス制度について、公認会計
士・税理士の鈴木賢二先生を迎え、ご講義いた
だきました。

　講義はまず「消費税とは？」という部分から
始まり、インボイス制度の導入スケジュール、
現行制度との違い、我々が日々の業務で作成す
る請求書がどのように変わるのかを税理士の観
点からお話しいただきました。特に、制度導入
後に免税事業者が直面するであろう問題につい
ては、参加会員も他人事ではないという危機感
を共有できたように思います。

　講義後に行われた懇親会には、鈴木先生を始
め、多くの会員にご参加いただきました。講義
は真面目に、懇親会は楽しく、ツルシンらしい
雰囲気の中、大いに盛り上がりました。

　研修会に参加された皆様、誠にありがとうご
ざいました。今後も鶴見・神港支部では、日々
の業務に役立つ研修会を開催してまいります。
今回は残念ながら参加されなかった皆様も、ご
参加をお持ちしております。
� （作成：研修部高橋）

緑支部令和元年度第４回研修会のご報告

日　時　�令和２年２月１９日（水）�
１８：３０〜２０：３０

場　所　�アートフォーラムあざみ野・男女共同
参画センター横浜北

題　目　�「イザという時の行政との闘い方�
〜審査請求の実務と、特定行政書士の
可能性について」

講　師　�特定行政書士　志水晋介先生�
（東京都行政書士会所属）

　第４回緑支部研修会が、アートフォーラムあ
ざみ野・男女共同参画センター横浜北にて開催
されました。参加者の中には、茨城会、佐賀会
と、遠方からご出席頂いた方もいらっしゃいま
した。

鶴見・神港支部

緑支部
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　講師は、かつて緑支部の会員であった東京都
行政書士会所属の志水晋介先生にご講義頂きま
した。志水先生は、自身が特定行政書士でもあ
り、特定行政書士特別委員会委員をはじめ、非
常勤講師などを務めております。

　行政書士業務の新たなフィールドである「行
政庁の許認可等に関する不服申立て手続き」に
ついて、志水先生が実際におこない、取消裁決
を勝ち取った審査請求の事例をもとに、審査請
求の実務を講義して頂きました。現時点で、行
政書士会全体でも実例は非常に少ない上、その
実務の実態はあまり知られてはいません。その
上で、実際に手続きをおこなってみて気が付い
たことや、手続きを進めて行く上で浮かび上
がった反省点等についても、貴重なお話を聞け
たことは、魅力のある業務といえるだけでな
く、特定行政書士の業務の可能性を広げるもの
だといえます。また特定行政書士ではなくても
行政書士としてその対応策を知っておくこと
は、非常に重要であるともいえます。今回の研
修は貴重な知識が共有できる有意義なものとな
りました。
　終了後、ご参加頂いた先生方からお寄せ頂い
たアンケートには、
・�具体的な例が題材となっていたのでとても参

考になった。
・�具体的な特定行政書士の役割と業務を勉強す

ることができました。
・�審査請求の実態が一つの体験例を吐露して頂

いたことで明らかになり、とても参考になり
ました。

・時間がもう少しあってもよかった。反省点を
ふまえ話が聞けてよかった。
などといったご意見を頂戴いたしました。
　最後に、講師の志水晋介先生、研修部の皆さ
ま、ありがとうございました。

緑支部主催イベント中止並びに緑支部令
和元年度第５回研修会の中止のご報告

　新型コロナウィルス（ＣＯＶＩＤ−１９）の
感染拡大のリスクが高まっており、緑支部内協
議をし、ご参加の皆さまおよび関係者の健康面
や安全面を第一に考えました結果、令和２年２
月２９日（土）に開催を予定しておりました緑
支部主催「キリンビール工場見学と懇親会」イ
ベント並びに令和２年３月２３日（月）に開催
を予定しておりました緑支部令和元年度第５回
研修会を中止することを決定いたしました。来
年度改めて、仕切り直したいと思っております
ので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げま
す。� （広報部　落合進）
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　旭支部区域は相鉄沿線に位置しており、高度
成長期にベットタウンとして発展してきまし
た。当支部は小世帯ですが、支部内外で活躍さ
れている著名な先生方が多数在住されておりま
す。
　旭・瀬谷両区ともに区制５０周年を迎え、相
鉄線とＪＲ線の相互乗り入れもはじまりエポッ
クメイキングな年となりました。
　本年度も、湯浅博支部長のもと活発に活動を
行っております。

１��研修会

（１）�コンプライアンス体制構築への提言　〜
中堅・中小企業経営者への提案活動に役
立ついくつかの方策〜提案型行政書士に
なれるヒアリング術

講師：上村幸一郎先生（旭支部幹事）令和元年
９月２０日（金）　旭区総合庁舎４階　旭公会
堂　会議室　　参加者　２０名　他支部　２名

上村幸一郎先生

　上村会員を講師に迎え、コンプライアンスを
テーマにお話ししていただきました。講師は、
みずほ銀行出身のバンカーであり、Ｊ−ＲＥＩ
Ｔのコンプライアンスオフィサーのキャリアを
お持ちで、中小企業はもとより大会社組織にも
精通したコンプライアンス実務に造詣が深い第
一人者です。アメリカのエンロン事件を端緒に
コンプライアンス経営の意識が高まり、日本で
も会社法の施行・幾重の改正でその重要性は増

しています。今回のお話は体制構築をいかに企
業に提案していくかを切り口に行政書士の関与
の可能性について検討する意欲的なテーマで
す。経営者を縛るものであり、当該制度の導入
には難色を示すのが通例で、導入に際してトッ
プをいかに説得するかが肝要であるとのことで
した。ハラスメント対応を例に、ときには、公
的な席上で責任者と対峙しなければならない立
場から、常にメモ等をとり、記録を残す習慣を
つけることの重要性を示されていました。エビ
デンスが何かにつけ求められる昨今、再認識い
たしました。参加者には不動産業界の方もおり
講義終了後、専門的な知見について、スペシャ
リスト同士貴重な交流を提供できる機会ともな
りました。政策融資を専門とする旧興銀のＯＢ
として、日本の産業界を支えた話を伺いなが
ら、城山三郎の経済小説を彷彿させる世界が頭
をよぎりました。普段、お話をさせていただく
なかでもスケールの大きな世界を感じることが
でき、行政書士の層の厚さ、他の士業にはみら
れない多士済々の集団であることに深く思いを
いたした次第です。懇親会では、引き続き本会
より小川企画部長にご参加をいただき、長身の
ロマンスグレーであり、どこまでもジェントル
な講師を囲み、楽しいひと時を過ごすことがで
きました。
　余暇には居合抜きをたしなまれる、さながら
海坂藩の青年武士のたたずまいに、混迷を深め
る世情の水先案内人としてますますのご活躍を
祈念しております。

（２）�相互の業務改革の観点から弁護士と行政
書士の連携の可能性を考える

講師：佐野周造先生（弁護士）１１月１５日
（金）旭区総合庁舎４階　旭公会堂　会議室参
加者１９名　他支部３名

旭支部
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佐野周造先生

　支部内にある県立高校出身の佐野弁護士をお
招きし、行政書士と弁護士の連携の可能性につ
いて、お話いただきました。
　当該テーマで必ずとりあげられる非弁行為に
ついて判例にふれ、ご自身の経験をもとに入管
業務を専門とする行政書士との協業の可能性に
ついてお話いただきました。司法制度改革とと
もに、旧来の弁護士のイメージも変化しつつあ
ります。給費制時代に修習をおえた講師は法律
職のヒエラルキーにとらわれることなく、いく
つかの事例をとおして、あくまでも顧客満足に
資することが重要であるとのお話しをいただき
ました。他士業と連携の経験をお持ちの先生方
にとっても、連携の質や幅を考える契機となっ
たのではないでしょうか。
　マスコミでも活躍されている北村弁護士の事
務所の共同経営者としても、興味は尽きないと
ころでありますが、法律事務所の広告解禁とと
もに、いまやその宣伝効果のほどは疑いないと
ころだと思います。従前には好悪があったとこ
ろですが、しかし、有名弁護士の実情に少なか
らず好奇心を持つのが偽らざる気持ちでしょ
う。反社勢力とのやりとりなど普段は損害賠償
事件や保険事件とくに交通事故を専門としてい
る講師に、登壇中はもとより、懇親会でもその
切れ味鋭い語り口とユーモアを忘れない人柄に
魅了された参加者が多かったことを申し添えて
おきます。
　人気法律事務所の経営の合間に少年野球の監

督や釣りにゴルフにと、席上、参加者から泳ぎ
続けるマグロと評された、まさに脂ののりきっ
た佐野先生のご隆盛をお祈り申し上げます。

２��賀詞交歓会

　令和２年１月２５日（土）
　二俣川相鉄ライフ　４Ｆコミュニティサロン

賀詞交歓会

　地域選出の議員や行政担当者の皆様をお迎え
して、新年をお祝いする会を二俣川駅近接施設
にて開催いたしました。司会は市川会員がつと
めるなか、柳澤副支部長による開会宣言をう
け、湯浅支部長の挨拶、若林政治連盟支部長、
髙橋亮太コスモス成年後見サポートセンター神
奈川県支部横浜中地区長の挨拶とつづき、大野
コスモス成年後見サポートセンター神奈川県支
部監事による乾杯発声のあと着席によるなごや
かな宴がはじまりました。
　行政代表、本会代表、議員代表とご来賓から
ご祝辞を賜るとともに昨年同様、地域在住のト
リオによる演奏が会に華を添えてくださいまし
た。両区にまたがる米軍基地の跡地利用の目玉
である花博誘致、新交通システムの建設の話題
や昨今続いている自然災害に対する対応措置、
高齢者障害者福祉の現況など丁々発止の談義が
各テーブルで繰り広げられ有意義な情報交換の
場ともなっています。新春を寿ぐ会は髙橋光宏
副支部長の閉会の挨拶をもって、盛会のうちに
おえることができました。
　今回から国会議員をお招きし、われわれ行政
書士の活動を知っていただき、意見交換の場の



行政書士 かながわ 2020.5/6 Vol.262

支 部 だ よ り

24

機能が強まったと考えています。今後も、地域
に寄り添う活動は何かを考え、みなさまとの交
流を深めてまいります。

３�無料相談会

　髙橋副支部長の指揮のもと、年間を通じて相
談会の運営を行い、相談員の委嘱・ＯＪＴ等を
実施しております。一連の相続法改正をうけ当
該案件に、より関心が集まりました。

無料相談会

（１）第１回　旭支部街頭無料相談会
旭区役所１階　特設スペース　令和元年１１
月１８日（月）１０：００〜１５：００
相談件数：�２１件　（内訳）遺産分割　７件

相続　４件　遺言　２件　成年後
見　２件　空き家　１件　ＤＶ　
１件　戸籍取得　１件　消費生活
１件　在留資格１件　海外移住　
１件

（２）第２回　旭支部街頭無料相談会
瀬谷区役所２階　特設スペース　令和元年
１１月２６日（火）１０：００〜１５：００
相談件数：�１０件　（内訳）相続　３件　遺

言　４件　金銭弁済　１件　年金
１件　親族親子　１件

おわりに

　未曾有の事態に恒例の大和綾瀬支部との合同
研修会や区役所の無料相談会の一部が中止にな
りました。感染症拡大の一途をたどる中、今な
お鍛練を怠らない剣道七段の新支部長の背中は

ひときわ頼もしく、所属会員の協力と関係各所
との調整等によって会員の安全が確保され且つ
支部活動が滞りなく実施されていることをご報
告するとともに、この稿を皆様がご覧になる頃
には猛威をふるっているウイルス禍が収束して
いることを願っております。
� � （支部幹事�前田宏興）

戸塚支部活動報告

　令和元年度における暴力団等排除対策本部戸
塚分会の活動を報告します。

　まず、６月７日（金）、泉区暴力団排除推進
協議会の定期総会に出席しました。
　同協議会は、神奈川県暴力追放推進センター
と連携し、泉区の行政機関及び各種団体等に参
加を呼びかけ、暴力追放運動を展開するもので
す。
　総会では、同協議会会長、泉区長、泉警察署
長の挨拶の後、事業活動や収支決算が報告さ
れ、続いて事業活動計画案や収支予算案が可決
されました。
　その後、反社会的勢力対策映像の上映と暴力
追放宣言（暴力団を利用しない、暴力団を恐れ
ない、暴力団に金を出さない、暴力団と交際し
ない、の「暴力団追放三ない運動＋１」）があ
り、同会副会長による閉会のことばで総会は終
了しました。
　
　続いて、１０月４日（金）に、戸塚区暴力団
排除対策推進協議会の通常総会に出席しまし
た。
　まず、同協議会会長、戸塚区副区長、戸塚警
察署長の挨拶があり、前期事業及び収支報告、
今期事業計画及び予算計画が承認されました。
　その後、神奈川県警察本部暴力団対策課担当

戸塚支部
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者から、戸塚区内の暴力団構成員の動向等、最
近の暴力団情勢についてのお話があり、閉会と
なりました。
　
　さらに、１０月１５日（火）には、栄区暴力
団排除対策推進協議会の通常総会に出席しまし
た。
　総会は二部構成にて行われ、第一部では、前
期１年間の活動報告、決算報告があり、いずれ
も承認されるとともに今期１年間の活動案、予
算案が上程され、いずれも可決されました。
　続く第二部では、神奈川県警察の暴力団排除
対策課担当者より、①栄区内に暴力団事務所は
存在しないものの、暴力団であることを秘匿し
て居住する者がいない可能性を排除できず、注
意を要すること。②直近１年で、県内で発生し
た特殊詐欺の被害総額は５８億円に及び、十分
な警戒を要することについて注意がなされ、閉
会しました。
　
　近年、暴力団の活動は「ホワイト化」してお
り、一般市民を装って行われることが多くなっ
ています。いずれの総会も、我々行政書士も知
らない間に暴力団からの依頼を引き受け、結果
として暴力団の活動を促すことのないよう注意
を喚起されるよい機会となりました。

鎌倉市図書館セミナー

　２月１３日（木）、大船の玉縄学習センター
にて、恒例となりました図書館セミナーが開催
されました。「暮らしのお役立ち講座」という
位置づけで、今回は遺言と相続のテーマでの講
義でした。講師は当支部の小林三千世会員で
す。民法改正で大きく変化するポイントについ
ての話も聞けるということもあり、なんと当日
の会場は立ち見も出るほどでした。それ以前

に、定員を大きく超えてしまい締め切り前にお
申し込みをお断りするなど、市民の期待と関心
が、非常に高かったことに支部としてもびっく
りしました。
　講師の分かりやすく、また落ち着いた語り口
と、今回初のお披露目となった本会研修部作成
のデジタル紙芝居との合わせ技により、誰にで
もとても身近なこととして遺言、相続について
考える機会になったようです。また、肩肘張っ
た雰囲気がなく、たびたび会場が笑いに包まれ
ていたのも、講師の人柄がよく出ていました。
参加者の方々も前のめりになり、もっと聞きた
い、もっと知りたいと思わせていました。
　残念ながら、今回この講座を聞くことができ
なかった市民も相当数おいでになるはずですの
で、状況が許せば今後第二弾、第三弾とまた企
画される可能性は高いかも知れません。
� （田中　頼子）

ホームページで情報発信！�
� 湘南支部の取り組みを紹介します

　湘南支部では毎年、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川
町で支部主催の街頭無料相談会をそれぞれ年１
回ずつ開催しています。２月２９日には藤沢市
役所で街頭無料相談会を行う予定でした。しか

鎌倉支部

湘南支部
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し、新型コロナウイルスへの感染拡大防止の観
点から、相談会は中止となりました。
　
　今回は、相談会以外で当支部が市民の皆様に
対して行っている取り組みを一つご紹介しま
す。
　湘南支部では、支部のホームページに毎月コ
ラムという形で記事を執筆しており、このコラ
ムを通じて、市民の皆様へ向けた積極的な情報
発信を行っております。
　このコラムの執筆は当支部の役員らが月別で
担当しており、その内容は、執筆担当会員の得
意分野に関するものであったり、法改正などが
あればそれに関連する情報であったり、市民の
方にも馴染みがある業種やお店などに関する許
可についてであったりと、非常に幅広いです。
　ここ最近の例を挙げますと、民法改正に関連
した配偶者居住権や自筆証書遺言に関する記
事、入管法や国籍に関する記事など、多くの方
が興味関心を持っていると思われる内容を記事
として公開しています。そのほか、車庫証明や
自動車の住所変更といった市民の皆様の生活に
関わる手続きの案内や行政書士そのものについ
ての紹介といった内容の記事も公開していま
す。
　このコラムは、確認できるだけでも２００９
年頃から現在に至るまで、１０年以上にわたり
ほぼ毎月更新されており、その数は１２０記事
以上（２０２０年４月時点）にもなります。
　１０年以上にわたり蓄積されてきた当支部の
コラムが、きっとどこかで誰かの役に立ってい
ることを信じて、今後も継続していきたいと考
えております。
　気になった方はぜひ湘南支部ホームページを
ご覧下さい。スマートフォンの方はＱＲコード
からもアクセスできます。

http://gyoseishoshi-shonan.com/��

一年を振り返って

　新元号を迎えた５月２０日、相模原支部では
総会での役員改選が行なわれ若林支部長による
新体制が発足し、一年が始まりました。そし
て、夏の業務研修会と暑気払い。相模原市内の
弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、
行政書士の五士業で構成されている相模原士業
連絡協議会による合同相談会と合同セミナー。
秋には街頭無料相談会。少し早い忘年会。恒例
となった、年末の市立図書館セミナー。年が明
けて、業務研修会、賀詞交歓会、等々、定例の
行事です。しかし、定例とはいかないこともあ
りました。１０月の街頭無料相談会では、いつ
もの会場が使用できなくなったため、会場探し
から始めました。初めての会場にもかかわら
ず、当日は例年を上回る多くの件数のご相談を
いただき、相続法改正に関わること、家族信託
や成年後見制度などを絡めた複雑なご相談にい
らっしゃる方も増えており、この相談会が必要
とされていることを実感致しました。

　昨年は、未曽有の災害に襲われるという、相
模原支部始まって以来、最も大きな事件が起き
ました。１０月１６日、激甚災害に指定された
台風１６号は、相模原市にも非常に大きな被害
をもたらしました。
　市内の災害発生地域や近隣に住む会員の安否
と被害状況の確認、行政との連絡、本会への報
告、相模原支部の幹事ＭＬや支部インフォメー
ションへの発信、日々刻々と変わる被害状況に
ついての情報収集など、その日から、各方面と
のやり取りは、まさしく嵐のような状況でし
た。　　
　相模原市からの災害相談室開設に向けての協
力依頼を受け、相談員募集から日程調整まで、
迅速に対応しました。災害相談員ボランティア

相模原支部
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の募集には、即時に多くの会員が手をあげてく
ださいました。また、行政の様々な場面で長年
の経験を積まれた会員からは、災害時に必要と
される対応について多くの情報が発信されまし
た。相模原市士業の中で、最も早く市の要請に
こたえ、相談態勢を整えたのは我々行政書士で
あったという事は、行政書士としての大きな誇
りと自信になりました。被害の大きかった三地
区の相談室に来られるのは、憔悴し途方に暮れ
ながらも、ようやく相談室に来られた、という
方ばかりです。相談員として、何かできること
はないか、少しでも安心できる方法はないかと
皆必死の対応をされていました。未曽有の災害
を経験し、支部会員の結束は、より一層深まっ
たように感じます。
　
　相模原市は神奈川県において人口第３位の都
市となり、政令指定都市として１０年目を迎え
ました。地方選挙が終わり新市長のもと、リニ
ア新駅の開業、小田急多摩線の延伸を始め、
益々の発展が期待されるこの街で、行政書士と
して品位を保持し公正をもって市民に寄り添
い、行政との架け橋となれるよう日々努力・研
鑽を積むと共に、支部活動にも積極的に寄与・
協力し各区役所での相談会の実施を始めとし
て、各種災害時においても、市役所と協働して
災害相談員をさせて頂くなど、広く社会に貢献
するべくやれることを随時見直しております。
また、昨今の感染症の流行などの非常事態に際
しては、これまで想定していなかったような企
業活動の問題なども起きてきます。即効的な対
処とは言えませんが、飲食店や工場においての
ＨＡＣＣＰ、ＢＣＰ等、一層見直さなければな
らない制度についても、ご相談を承っておりま
す。専門家として、皆さんの「街」の一員とし
て、相模原支部はこれからも活動をしていきま
す。市役所通りの桜は、今年も満開です！

　島影裕司

令和２年度新年業務連絡会

日時：�令和２年１月１１日（土）�
１５時００分〜１６時３０分

場所：レンブラントホテル海老名

　令和２年１月１１日（土）、年の始めの恒例
行事である令和２年度新年業務連絡会賀詞交歓
会が、レンブラントホテル海老名にて行われま
した。

　業務連絡会では、当支部・髙木支部長のご挨
拶を皮切りに、
１）�令和元年度４月〜１２月活動報告（髙木支

部長）
２）�支部会計の経過報告（小坂支部役員・会計

担当）の報告がありました。

　髙木支部長からは、当支部会員は令和２年１
月１日現在で６４名となったことが報告され、

海老名・座間支部
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比較的少数ではありますが、より機動性よく緊
密に連携しながら活動していきましょうという
お話をいただきました。また、既に様々な支部
活動に参加されていますが、改めてということ
で、相澤英伸先生と山岸眞美先生から新入会の
ご挨拶をいただきました（他に本活動期間中１
名の他会への転出および１名の退会の報告もあ
りました）。

　当支部の課題として海老名市・座間市で行わ
れている市民相談件数の減少傾向（海老名市は
ほぼ横ばい）について報告があり、広報活動の
改善などの意見が出されましたが、当該市担当
部署への働きかけや他支部の状況などを確認・
情報収集しながら、引き続き状況改善に向けて
取り組んでいくことが確認されました（令和２
年４月より座間市民相談会の開催回数が月２回
から月１回になります。また、海老名市民相談
会は同じく令和２年４月より２名での相談体制
に変更されます）。

　併せて、下川原副支部長より、３）本会理事
会の活動内容の連絡（報告）がありました。令
和元年５月に行われた本会会長選挙の報告や、
主な理事会の動きについて、昨年の国会で可決
された行政書士法一部改正内容に関して話があ
りました。行政書士法一部改正については、
「法律の目的」に「国民の権利利益の実現に資
すること」が明記されたことを踏まえて、行政
書士の活動がより一層国民生活に深く関わって
いくことを自覚するとともに、その責務を認識
し、社会的な役割を果たしていかねばならない

ことを、会員間で共有いたしました。

　このあと、御来賓の方々をお招きしての賀詞
交歓会に移り、会員間のより一層の親睦を図っ
たのですが、その模様は次回紙面にて記載した
いと思います。

☆通信員後記

　本記事を書いているのは、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため首都圏をはじめとした７
都府県に対して緊急事態宣言が発出されている
最中の４月１５日になります。
　記事の基になっている新年業務連絡会の頃に
は、現在の状況が起こりうるなど予想もしな
かったなぁと思いながらパソコンに文章を打ち
込んでおります。
　そして、この支部便りが実際に会報誌になっ
て発刊されるのは５月中旬以降でしょうか。そ
の頃までにはなんとかこの状況が収束し、平穏
な日常を取り戻していたいものだと強く願って
やみません。
� （支部通信員　石黒祐功）
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神奈川行政書士政治連盟

■　衆議院議員　みたに英弘　新春の集いに出席　■

日　時　令和２年２月１６日（日）
　　　　１５：００〜

場　所　新横浜プリンスホテル
　　　　５階「シンフォニア」

　「衆議院議員　みたに英弘　新春の集い」へ
出席いたしました。懇親会に先立ちラグビーＷ
杯の特別サポーターとして、解説でも活躍され
た元ラグビー日本代表の吉田義人氏による講演
会が行われました。Ｗ杯開催中の日本代表への
国民の熱い声援に対し、感謝の言葉が述べられ
ました。ラグビーの精神である「品位」「情

熱」「結束」「規律」「尊重」を紹介し、特に
「品位」はすべての土台になる基本の姿勢・精
神であると説明されました。続いて登壇したみ
たに議員は、野党時代の経験も振り返りなが
ら、与野党の違いにも言及されました。日本を
豊かにするために、今行うべきはデジタル規制
改革だと述べ、政治家にとって重要なのは結果
責任であり、「大事なのは結果を出すこと」で
あると強調されました。公務のため、急遽、欠
席された菅義偉内閣官房長官からのビデオメッ
セージも披露されました。多数の国会議員、地
方議員、団体関係者、地元支援者等約５００名
が出席され、盛況のうちに終了いたしました。
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■　鈴木けいすけ　衆議院議員を励ます会に出席　■

日　時　令和２年２月１２日（水）
　　　　１８：３０〜

場　所　ホテルルポール麹町

「鈴木けいすけ衆議院議員を励ます会」へ出席
いたしました。麻生太郎副総理・財務大臣、茂
木敏充外務大臣、河野太郎防衛大臣、田中和徳
復興大臣、西村康稔経済再生担当大臣、岸田文
雄自由民主党政調会長など錚々たる国会議員が
多数出席され、党内の鈴木けいすけ議員に対す
る期待の大きさが感じられました。県内からも
小此木八郎衆議院議員、甘利明衆議院議員など

多数の議員が出席し、ご本人にとって初の東京
での開催であった励ます会は盛況のうちに終了
いたしました。

■　衆議院議員　あべともこ　２０２０新春の集いに出席　■

日　時　令和２年２月１日（土）
　　　　１４：００〜

場　所　藤沢市民会館　第１展示ホール

　「衆議院議員　あべともこ　２０２０新春の
集い」へ出席いたしました。冒頭に藤沢市歌、
寒川町歌が披露されました。鈴木恒夫藤沢市
長、木村俊雄寒川町長より祝辞が述べられまし
た。藤井裕久元財務大臣の乾杯により、懇親に
入りました。国会議員、地方議員、団体関係者
約２００名が出席されておりました。枝野幸男
立憲民主党代表も駆けつけ、祝辞を述べられま

した。地元密着の集いということで多くの支持
者が出席し、大変盛況でした。



行政書士 かながわ 2020.5/6 Vol.262

政 連 だ よ り

31

　神奈川行政書士政治連盟のホームページ（http://jinseiren.com/）において、「会員のページ」に
活動報告、規約等の各種情報を掲載しております。ぜひご一読ください。
・Ｉ　　　Ｄ：ｊｉｎｓｅｉｒｅｎ
・パスワード：事務局までお問い合わせください。

　「行政書士かながわ」第２６１号（令和２年３月３１日発行）２９ページの記載に誤りがありました。
誤）横浜副会長　　正）横浜副市長

皆様にはご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。

■　神政連ホームページ「会員のページ」について　■

リニューアルした日本行政書士政治連盟のホームページ（http://www.gyoseiren.jp/）
も併せてご覧ください。

日　時　令和２年２月２日（日）
　　　　１７：００〜

場　所　ザ・ウイングス海老名

　「神奈川県議会議員　おさだ進治　令和２年
早春の集い」へ出席いたしました。県政報告と
して昨秋の台風による被災状況の説明がなされ
ました。来賓として、内野優海老名市長、甘利
明衆議院議員、島村大参議院議員が挨拶されま
した。多くの地方議員、団体関係者等約３００

名が出席され、大変盛会でした。おさだ議員の
神奈川県を愛する気持ちや県民に貢献したいと
いう思いが伝わってくる会でした。

■　支部長会を開催　■

日　時　令和２年２月２５日（水）
　　　　１４：３０〜

場　所　本会大会議室

　令和２年２月２５日（水）、支部長会を開催
いたしました。令和３年度予算要望ヒアリング
や所有者不明土地への対応に向け、国土交通
省、法務省の審議会で検討されている法改正に
ついて協議いたしました。各支部における活動
についても活発な情報交換が行われました。

■　神奈川県議会議員　おさだ進治　令和２年早春の集いに出席　■



日行連発第１７号

令和２年４月３日

各 単位会長 様

日本行政書士会連合会

会 長 常 住 豊

大規模災害対策本部

本部長 常 住 豊

罹災証明書の様式の統一化について

平素より、本会の事業執行にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

災害対策基本法に基づき発行される罹災証明書については、その様式が自治体によっ

て大きく異なるため、応援職員を派遣した他の自治体職員が被災自治体の様式に不慣れ

で、迅速な交付の支障となっている事例が多くあり、かねてより統一的な様式の制定に

関する要望がありました。また、会員の皆様による被災者支援、被災者自治体支援の活

動に関連し、本会からも同様の意見を提出していたところですが、今般、内閣府から各

都道府県に対し、罹災証明書の様式統一化に関する文書が発出されました（別添参照）。

当該文書は都道府県を通じ関係部局及び管下市町村にも周知されておりますので、貴

会におかれましても、所属会員への周知方をお願いいたします。

なお、本件については本会ホームページにも掲載いたしますこと申し添えます。

【添付】

内閣府政策統括官（防災担当）発 各都道府県知事宛 令和２年３月 日付け・府政防

第 号「罹災証明書の様式の統一化について」

以 上
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■　罹災証明書の様式の統一化について　■

　かねてより、神奈川行政書士政治連盟においても、災害対策基本法に基づく罹災証明書の様式が各
自治体によって異なることから、行政書士が自治体の要請に基づき相談員として派遣された際の迅速
な交付申請手続きに支障をきたす旨を、国会・県会・市会の各議員の先生方へご指摘させていただ
き、様式統一化の必要性についての提言を継続してまいりました。
　今般、様式の全国統一化に向け、日本行政書士会連合会と日本行政書士政治連盟より各党議連（懇
話会）へ様式統一化の要望を行い、令和２年３月３０日付で、内閣府より各都道府県に対して、罹災
証明書の様式統一化についての文書が発出されました（別添参照）。昨年の県内の台風被害において
も、行政書士会会員が相談員として派遣され、被災された市民の方々のために活動したことは記憶に
新しいところです。今後、被災者支援における行政書士の役割は更に高まり、国民に寄り添う士業と
して活躍の場が更に広がっていくことと思います。
　本連盟も、行政書士の立場から様々な要望・政策提言を継続して行ってまいりますので、会員の皆
様の更なるご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

以上
添付資料：【日行連発第１７号】罹災証明書の様式の統一化について、
内閣府政策統括官（防災担当）発各都道府県知事宛令和２年３月３０日付・府政防第７３７号「罹災
証明書の様式の統一化について」
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　かなさぽ設立から20年を迎えるに当たり、か
なさぽのこれまでを振り返り、今後を展望しよう
と、かなさぽを作り、また、育ててくださった先
生方をお招きしての座談会が2月20日に開かれま
した。
　参加者からは、まず、自己紹介を兼ねて行政書
士が成年後見に取り組もうと20年前に神奈川で
NPO法人を設立したときの苦労話のご披露があ
り、また、コスモスに合流し、全国組織の一員に
なったいきさつやその前後の精力的な活動の紹介
がありました。

◆◆行政書士だからこそできる地域連携◆◆
　NPO立ち上げのときに神奈川県行政書士会会
長でもあった吉村明博さんからは、行政書士が成
年後見に取り組む意義について、大野照夫さんか
らは、地域の課題の発見力、課題解決の提案力を
発揮していこう、地域に密着した活動を得意とす
る行政書士は、そのためのアンテナの感度を高め
ていこうというお話がありました。
　また、長谷川幸子さんからもかなさぽが地域に
密着した相談業務や広報活動に取り組んでいるこ
とを評価する発言がありました。

■参加された皆さん
浦田耕作さん(川崎地区)/大野照夫さん(横浜中地
区)/國弘征郎さん(横浜南地区)/長谷川幸子さん
(横浜中地区)/吉村明博さん(横須賀地区)

◆◆見えてきたさまざまな課題◆◆
　浦田耕作さんからは、グローバル化の中で国を
またがる事例が増えていることや視覚障がい者等
に向き合う制度の必要性など考えなければならな
い問題の紹介がありました。
　また、國弘征郎さんからは、他人の人生に関わ
る重い仕事ではあるが、ご家族の理解と協力を得
て、業務が遂行できているとのエピソードのご紹
介がありました。

◆◆コスモス・かなさぽに期待すること◆◆
　最後に、これからのかなさぽのあり方につい
て、多くの有益なご意見をいただきました。
　ひとつは、市民後見人の支援をこれからのコス
モスの活動の柱にすべきだとのご指摘で、参加者
からも賛同の声が上がりました。
　また、コスモスの会費が50パーセントしか支
部に還流されないことに対しては、多くの参加者
から地域特性に応じた活動を保障するシステムへ
の見直しが必要との指摘がありました。
　その他、女性会員を増やすこと、任意後見への
さらなる取組みの強化など、お話は尽きませんで
した。
　短い時間でしたが、かなさぽ20年の歩みを振
り返り、これからの活動について多くの示唆をい
ただくことができました。
　この座談会の模様は、後日、20周年記念誌に
掲載予定です。 (広報渉外委員　前田陽子)

　「次回の市民公開講座はライフキネティックで
いかがでしょうか」昨年、横須賀地区役員会でそ
の言葉を最初に聞いたときは、その言葉を聞き取
れませんでした。
　「ライフキネティック」とは運動と脳トレを組
み合わせた、ドイツ生まれのエクササイズ。単
に、認知症の予防ということだけではなく、トッ

20 周年記念座談会を開催

ライフキネティックって？

か な さ ぽ 便 り
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プアスリートも「見る」「判断する」「体を動か
す」という一連の動作を脳機能のレベルから改善
するために導入している事例もあるそうです。
   2月1日(土)、ライフキネティック日本支部公
認トレーナーの渡邉亜紀氏の指導の下、認知機能
の向上を目的として行われた、当地区の市民公開
講座に参加してきました。
　最初に行ったのは、色のついた複数のボールを
使い参加者数名で円となって行うもの。他にも二
人で行うもの、一人でできるものまであり、バラ
エティーに富んでいます。二人で行うものとして
は、ボールを投げる人が、投げるときに「右」
と言ったら、取る人は右足を前に出し、左手で
キャッチする。「左」と言ったら、

　取る人の足と手は逆にする。言葉にすると単純
ですが、これがなかなかできない。一人で行える
ものとしてはボールを両手に持ち、2個同時に真
上に投げ、キャッチするときは手を胸の前でクロ
スして取る。これも考えながら行うとできない。
瞬発力が求められます。ぜひ、皆さんもお試しあ
れ。　
　体と頭を使いながらのエクササイズに、参加者
のみならず当地区会員も大いに楽しむことができ
ました。同日、当地区会員井上昴より、「任意後
見契約について」説明を行い、また同時に無料相
談会も実施。かなさぽのアピールも行い、大変好
評でした。 (横須賀地区　平川宜輝)

　第10期総会で新しく選任された、かなさぽの
幹事を紹介します。執行部が、どんな活動をして
いるのか、地区会員にはなかなか見えづらいとの

声を受け、突撃インタビューを敢行しました!

境　隆志（さかい　たかし）
副支部長　小田原西地区会員
調査委員会、
研修委員会担当、
業務管理委員会担当
　「役員は、会員の利便を図

る仕組み、方策を立案することが業務。「会員
ファースト」の目線で、そのためには労苦を惜し
みません。調査委員で親族の苦情などを聞くと、
いろいろな考えの方がいて、如何に事実を明らか
に公平に考えるかに頭を悩ませます。」と仰る境
先生は、スキーやゴルフ、なんとフラメンコを観
るのがお好きだそうです。アクティブですね!
　会員のみなさんへのメッセージをお願いしまし
た。
　「後見制度での行政書士への期待や信頼は極め
て高いと思います。ただ、専門職云々では悔しい
思いをされた方は多いでしょう。しかし今の活動
を続けていけば、必ず認められるはずです。今後
も誠意あふれる活動を続けて、行政書士の地位向
上に繋げていきましょう。」

　一般社団法人コスモス成年後見サポートセン
ターに入会するには、規定の時間の入会前研修を
受講し、研修終了後に効果測定を受ける必要があ
ります。研修・入会の手続については、下記連絡
先にお問い合わせください。
【かなさぽ事務局　毎週月・水・金（１３時〜
１６時）電話番号０４５−２２２−８６２８】
　なお、研修はどなたでも受講することができま
すが、事前に研修生として登録されないと入会前
研修として記録されませんのでご注意ください。
　また、研修の内容や日程については、かなさぽ
ホームページでもご案内しています。併せてご活
用ください。

執行部紹介

コスモス入会のご案内
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神奈川建行協だより

■第４回定期研修会開催のご報告ほか
　２０２０年２月１５日（土）午後２時より、令和元年度第４回定期研修会を行いました。１時限目
橋本　智志会員より『建設業法逐条研究（第３章　請負契約）』について、２時限目は望月　亮秀会
員より『解体工事業者登録、電気工事業者登録』についてご講義いただきました。質問コーナーは須
田　靖香会員（当会広報担当幹事）による進行。軽微な工事における主任技術者配置の考え方、注文
書等の書式について話題となりました。
　なお、２０２０年４月９日（木）開催予定「春の公開研修会」および同年４月２５日（土）開催予
定「第５回定期研修会」については、新型コロナウイルス感染症対策のため中止とさせて頂きまし
た。当会では、今後このような事態が続いた場合にどのような情報発信ができるか（動画配信・ウェ
ブの活用など）検討を重ねております。
　

　
　
　
　
　
　

　
　
■『入札・契約実務支援マイスター』認定制度について
　当会では「許可取得後も支援したい」という思いから、定期研修の２限目に工事請負の入札・契
約に関わる研修を行っております。その一環として、平成２６年から『入札・契約実務支援マイス
ター』認定制度を始めました。
　この制度は３年毎に考査を行い、合格した会員は『入札・契約実務支援マイスター』として認定し
ます。認定者には「認定証」の授与があり、認定証授与式の模様は建通新聞に掲載されます。本年６
月には、２回目の認定考査を予定しております。
　当会では当制度の他「行政書士建設キャリアアップシステム研究会」での活動などを通して研鑽を
積み、建設業者の皆様の業績向上に寄与してゆきたいと考えております。

＜神奈川建行協　今後の予定＞

第６回 ６／２７（土）１４：００〜 建設業法逐条研究（第４章の２）
入札契約と関連業者登録のまとめ

令和２年度
定時総会基調講演会 ７／１０（金） （講演会開始は１５：００〜予定）

＜神奈川建行協とは？＞
　私たちは『建設業関連業務』を中心に活動する、神奈川県行政書士会に所属する行政書士の任意団
体です。定期研修会を偶数月に行うほか、会員外の方にもご参加頂ける公開研修会を年二回（春・秋）、
基調講演（夏の特別研修会）などを行っております。建設業者の皆様の業績向上に寄与するため、入
札その他までアドバイスできるプロフェッショナル集団となるべく、会員一同日々励んでおります。

お問い合わせは事務局まで↓↓
《神奈川建行協事務局》

〒２３１−００１４　横浜市中区常盤町３−２７−３−３０２　行政書士こばやし法務事務所内
mail�:�kanaken_contact@googlegroups.com（須田記）

■『入札・契約実務支援マイスター』認定制度について

★神奈川建行協Facebookページ
Facebook内で「神奈川建行協」と

検索するか、こちらから↓

石川県の情景（根布会員提供）
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「もんじゅの会」
「もんじゅの会　令和２年５月勉強会」Zｏｏｍ開催
１．日　時　令和２年５月２０日（水）１６：００〜１６：３０
２．会　場　Zｏｏｍ（インターネットミーティング）
３．科　目　「行政書士が取り組むべき業務」
４．講　師　もんじゅの会顧問　安友千治、他
５．会　費　無料
６．申込先　もんじゅの会事務局　浅川真一　E-mail　monjyu2018@gmail.com
７．詳細は、　Facebook@monjyu2018　でご確認下さい。
※新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ−１９）拡大により前号でご案内した内容より変更いたしました。

「もんじゅの会　令和２年６月勉強会」Zｏｏｍ開催
１．日　時　令和２年６月１８日（木）１６：００〜１６：３０
２．会　場　Zｏｏｍ（インターネットミーティング）
３．科　目　「行政書士が取り組むべき業務」
４．講　師　もんじゅの会顧問　安友千治、他
５．会　費　無料
６．申込先　もんじゅの会事務局　浅川真一　E-mail　monjyu2018@gmail.com
７．詳細は、　Facebook@monjyu2018　でご確認下さい。
※新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ−１９）拡大により前号でご案内した内容より変更いたしました。

「もんじゅの会　令和２年７月勉強会」Zｏｏｍ開催
１．日　時　令和２年７月１７日（金）１６：００〜１６：３０
２．会　場　Zｏｏｍ（インターネットミーティング）
３．科　目　「行政書士が取り組むべき業務」
４．講　師　未定
５．会　費　無料
６．申込先　もんじゅの会事務局　浅川真一　E-mail　monjyu2018@gmail.com
７．詳細は、　Facebook@monjyu2018　でご確認下さい

「てるてる塾」
　新型コロナウイルス感染拡大に伴う、てるてる塾研修会、当面の間、中止のお知らせ

　てるてる塾では、新型コロナウイルス感染予防の観点から、「緊急事態宣言」の発出を受け、６月以降につきま
しても、当面の間、中止とさせて頂く事に致しました。

　状況が変わりましたら、ホームページ等でお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。

連絡先：てるてる塾事務局　行政書士　小川恵一
横浜市南区弘明寺町字前田１８５−１８
ＴＥＬ：０４５（７１３）９２３７
ＦＡＸ：０４５（３０６）５７７６
ホームページ：https://teruterujyuku.com/

● 任意団体勉強会のごあんない●

～お願い～
＊研修会の「科目」についてはタイトルのみの掲載となっています。

字数は、一研修会につき、２００字以内で、超過しないようお願いいたします。
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「交通事故実務研究会第２０８～２１１回研修会」
「交通事故実務研究会第２０８回研修会」
１．日　時　２０２０年７月４日（土）１４：３０〜１７：００（予定。変更・中止の場合あり）
２．会　場　神奈川県行政書士会大会議室
３．科　目　交通事故業務に関する諸問題
４．講　師　行政書士　田後隆二（神奈川会）ほか
５．資料代　１，０００円
６．申込先　ホームページ　http://www.ryu2net.com/jikoken/　をご覧になり、メールでお申し込みください。
７．その他　終了後、懇親会あり（会費３，０００円程度、参加自由）

「交通事故実務研究会第２０９回研修会」
１．日　時　２０２０年８月８日（土）１４：３０〜１７：００（予定。変更・中止の場合あり）
２．会　場　神奈川県行政書士会大会議室
３．科　目　交通事故業務に関する諸問題
４．講　師　行政書士　田後隆二（神奈川会）ほか
５．資料代　１，０００円
６．申込先　ホームページ　http://www.ryu2net.com/jikoken/　をご覧になり、メールでお申し込みください。
７．その他　終了後、懇親会あり（会費３，０００円程度、参加自由）

「交通事故実務研究会第２１０回研修会」
１．日　時　２０２０年９月５日（土）１４：３０〜１７：００（予定。変更・中止の場合あり）
２．会　場　神奈川県行政書士会大会議室
３．科　目　交通事故業務に関する諸問題
４．講　師　行政書士　田後隆二（神奈川会）ほか
５．資料代　１，０００円
６．申込先　ホームページ　http://www.ryu2net.com/jikoken/　をご覧になり、メールでお申し込みください。
７．その他　終了後、懇親会あり（会費３，０００円程度、参加自由）

「交通事故実務研究会第２１１回研修会」
１．日　時　２０２０年１０月３日（土）１４：３０〜１７：００（予定。変更・中止の場合あり）
２．会　場　神奈川県行政書士会大会議室
３．科　目　交通事故業務に関する諸問題
４．講　師　行政書士　田後隆二（神奈川会）ほか
５．資料代　１，０００円
６．申込先　ホームページ　http://www.ryu2net.com/jikoken/　をご覧になり、メールでお申し込みください。
７．その他　終了後、懇親会あり（会費３，０００円程度、参加自由）

● 任意団体勉強会のごあんない●

～お願い～
＊研修会の「科目」についてはタイトルのみの掲載となっています。

字数は、一研修会につき、２００字以内で、超過しないようお願いいたします。



①入会日 ②事務所名 ③事務所所在地 ④電話 ⑤ファクス ⑥電子メール ⑦年齢 ⑧血液型 & 星座 ⑨ホームページ

⑩兼業 ⑪力をいれていきたい業務 ⑫好きな食べ物（飲み物） ⑬お気に入りのリフレッシュ法 ⑭一言！（自己 PR）
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齋
さ い と う

藤　直
な お ぶ み

文さん
① 令和2年2月1日
② 行政書士スマイル法務事務所
③ 藤沢市大庭5683-7 第2駒寄38-405  
④ 0466-76-5772
⑤ 0466-76-5772
⑥ imuboan.3110@ezweb.ne.jp

小
お が わ

川　淳
あ つ し

司さん
① 令和2年2月15日
② 行政書士小川淳司事務所
③ 茅ヶ崎市東海岸南4-8-4
 　ベルピア4-2 202号
④ 090-4413-5335
⑥ south.east.chigasaki@gmail.com
⑦ 46才
⑧ A型　かに座
⑨ 作成中
⑩ プログラマー
⑫ コーヒー
⑬ 音楽
⑭ IT分かります

松
ま つ や ま

山　洋
ひ ろ き

樹さん
① 令和2年2月1日
② たまプラーザ行政書士事務所
③ 横浜市青葉区美しが丘二丁目39番地43
④ 045-901-4915
⑤ 045-901-4915
⑥ info@tamaplaza-gyosei.com
⑦ 49才
⑩ 現役銀行員（兼業承認済）
⑪ 契約書作成、空家問題、相続
⑭ 皆様よろしくお願い申し上げます

古
こ し ょ う

性　隆
たかし

さん
① 令和2年2月15日
② 行政書士古性隆事務所
③ 相模原市中央区上溝7丁目5番11号
④ 042-762-0462
⑤ 042-762-0462
⑥ takashi.kosho@gmail.com
⑦ 68才
⑧ B型　おとめ座
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（令和２年３月３１日現在）

会 員 の 動 き

１　会員数�３０２６名

２　異動状況
令和２年１月３１日から年３月３０日まで
　（１）入会　　　　　　１７名
　　　　　　　　　男　１２名
　　　　　　　　　女　　５名
　（２）退会　　　　　　２１名
　　　　　　　　　男　１７名
　　　　　　　　　女　　４名

３　退会者
令和２年１月３１日から年３月３０日まで
川崎北 支部 村木　法夫 （R2.2.28）
川崎北 支部 楠見　たかし （R2.3.4）
鶴見・神港 支部 向坊　清隆 （R2.1.31）
緑 支部 赤坂　俊幸 （R2.2.29）
横浜中央 支部 髙橋　吉三 （R2.2.21）
横浜中央 支部 中村　昌英 （R2.2.28）
横浜中央 支部 占部　圭吾 （R2.2.29）
南・港南 支部 松本　航平 （R2.1.31）
南・港南 支部 ギデンス 惠美子 （R2.2.27）
鎌倉 支部 内藤　泰敏 （R2.2.29）
湘南 支部 及川　俊昭 （R2.1.31）
湘南 支部 西本　基治 （R2.2.10）
湘南 支部 鈴木　和之 （R2.2.25）
湘南 支部 髙橋　明 （R2.2.29）
相模原 支部 石山　成子 （R2.1.31）
相模原 支部 小野　沢寛 （R2.2.10）
平塚 支部 中村　君江 （R2.1.31）

訃報
緑 支部 藤村　悟 (R1.9.13)
川崎北 支部 野口　テル (R2.1.13)
横浜中央 支部 飯田　勝巳 (R2.1.26)

単位会移動（東京）
旭 支部 本木　敬介 （R2.1.31）

４　入会者
（１）令和２年２月１日入会
緑 支部 松山　洋樹
横浜中央 支部 三井　文圭
湘南 支部 齋藤　直文

（２）令和２年２月１５日入会
湘南 支部 小川　淳司
相模原 支部 古性　隆

（３）令和２年３月１日入会
川崎南 支部 山根　美歩
南・港南 支部 黒澤　史津乃
磯子・金沢 支部 谷口　綾子
横須賀・三浦 支部 小西　實昭
湘南 支部 賀久　俊郎

（４）令和２年３月１５日入会
川崎南 支部 島崎　翔太
川崎南 支部 尾崎　清孝
横浜中央 支部 大﨑　由季子
横浜中央 支部 岡田　志帆
鎌倉 支部 津吉　彰郎
小田原 支部 向　正孝
大和・綾瀬 支部 小石　澤信男
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事 務 局 日 誌
令和２年２月
日 曜 行　　　　　　　事
1 土

2 日

3 月 正副会長会・部長会

4 火 綱紀委員会

5 水 運輸警察部主催研修会 国際部会

6 木 申請取次委員会

7 金 支部長会

8 土

9 日

10 月

11 火 建国記念の日

12 水 相談部会

13 木

14 金 研修部主催研修会、研修部会、
国際部来客対応

15 土

16 日

17 月 民事法務部・ＡＤＲ主催研修会

18 火 運輸警察部会、苦情処理委員会、相談部面談

19 水 法規監察部会

20 木 特定行政書士検討WG会議

21 金 建設環境部会

22 土 登録入会説明会、行政書士記念日

23 日 天皇誕生日

24 月 振替休日

25 火

26 水 正副会長会・理事会

27 木 企画部小部会

28 金 登録証交付式、総務部主催研修会

29 土

令和２年３月
日 曜 行　　　　　　　事
1 日

2 月 ＡＤＲ運営委員会

3 火

4 水

5 木 国際部会、広報部校正作業

6 金 正副会長会・部長会、民事法務部会

7 土

8 日

9 月 広報部校正作業、表彰委員会

10 火 苦情処理委員会

11 水 国際部・申請取次委員会合同会議、
相談部会、広報部校正作業

12 木 法規監察部会

13 金 綱紀委員会

14 土

15 日

16 月

17 火

18 水 会則改正等特別委員会

19 木

20 金 春分の日

21 土 ＡＤＲ

22 日 ＡＤＲ

23 月

24 火 企画部会、苦情処理委員会事実確認

25 水 民事法務部会、経理部会

26 木 正副会長会、理事会

27 金

28 土

29 日

30 月 広報部会

31 火 特定行政書士WG会議
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届いていることの確認を事務局にして頂くようお願いします。

第263号　令和2年6月15日（令和2年7月末発行予定）

（word等のファイル）にてお願い致します。表紙の写真も募集中です。

　行政書士という仕事に携わって初めて
知ること、気が付くことがあります。お
客様がお一人、東村山市にいらっしゃる
のですが、そのお客様の住所が「東村山
市”本町”一丁目」。なんと「東村山四丁
目」「東村山三丁目」「東村山一丁目」と

いう住所は存在しなかったのか！！　「東村山音頭」を
こんな哀しい気持ちで聞く日がくるとは思いませんでし
た。「全員集合」「ごきげんテレビ」「だいじょうぶだ
ぁ」。小・中学生のころ、毎週のように見てたなぁ 
 （那住）

　新型コロナウイルスの影響で外出自粛という日々が続
いておりますが、特に意識はしていなかったものの、人
との繋がりがあって社会が成り立っているのだと改めて
認識させられます。これまでの震災や大雨の災害の際に
も、いわゆる自粛ムードでレジャーなどの明るい行動を
避ける雰囲気はありましたが、人に会うということや外
出そのものをここまで気にしないといけない事態は経験
したことがありません。こんな時だからこそ、できる限
りのことをしたいと思います。 （齋藤）

　皆様ストレス解消どのようにされていますか？会える
人にも制限がかかり、煮詰まる毎日ですが、そんな時に
は電話！信頼できるお友達など、自分にとって大切な人
と少し話をするだけで、元気になったり楽しくなったり
しますね。最近はオンライン飲み会も楽しいことを発
見。気持ちまで引きこもることなく、乗り切っていきま

しょう！そして何より、困難な状況の中、医療従事者の
方々を始め最前線でお仕事されている方々のご安全を心
から願います。 (星野)

　何気なく過ごしていた毎日が遠い日のように感じ、今
までの常識が変わっていくことに戸惑いを覚える今日こ
の頃です。また私たちの生活が多くの方たちに支えられ
ていたことにも改めて気づかされました。平穏な日々が
一日も早く戻ってくることを祈らずにはいられません。
 （庄司）

　緊急事態宣言が発令され、神奈川会の行政書士も普段
のように仕事が出来なくなりました。
　自分だけは大丈夫と思う人はもういないと思います。
本当に出かけなくてはならない用件なのか、危険を冒す
ことを承知で断腸の思いで外へ出られる方には、くれぐ
れもお気をつけてと言う他ありません。この号がお手元
に届く頃には、少しでも世界が快方に向かっているよう
願うばかりです。 （森）

　自粛要請でストレスが溜まっているとき、関与先の社
長から「今は、国難だと思ってじっと耐えるしかない」
と諭されました。戦後生まれの私達が初めて体験する
「国難」なのかもしれません。不便さを嘆くことなく、
今までの日常に感謝することで、この難局を乗り切りた
いと思います。この事態が一日でも早く収束することを
願うばかりです。 （三輪）

尚、「支部だより」に関しては、各支部1ページ以内（写真も含む）のご投稿でお願い致します。




